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愛媛県林地崩壊防止事業補助金交付要綱 

令和８年３月31日 ７森第776号 

                            農林水産部長通知 

（目的等） 

第１条 この要綱は、激甚(じん)災害に伴い集落等に隣接する林地に発生し、又は拡大した林地の

崩壊により発生する被害を防止するため林地崩壊防止事業（以下「防止事業」という。）を施行

する市町（以下「事業主体」という。）に対し、予算の範囲内で県が林地崩壊防止事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付し、もつて民生の安定を図ることを目的とする。 

２ 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、愛媛県補助金等交付規則（平成18年

愛媛県規則第17号）の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 激甚(じん)災害 激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和

37年法律第150号）第２条第１項の規定により激甚(じん)災害として指定され、かつ、

同条第２項の規定により同法第２章若しくは同法第５条に規定する措置を適用する

ことを指定され、又は指定されることが確実である災害をいう。 

(２) 林地 木竹が集団して生育している土地及び木竹の集団的な生育に供される土地（主とし

て農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。）をい

う。 

(３) 防止事業 激甚(じん)災害に伴い発生し、又は拡大した林地の崩壊で、２戸以上の人家又

は公共施設に直接被害を与えるおそれがあると認められるものに係る林地の保全上

必要な施設の新設に関する事業のうち、１箇所の事業費が200万円以上のものであつ

て、次のいずれかに該当する事業をいう。 

ア その年の１月１日から12月31日までに発生した防止事業の事業費の総額が300

万円を超える市町が実施する事業 

イ アの総額が前年度の標準税収入の10パーセントを超える市町が実施する事業 

（事業の実施） 

第３条 防止事業は、その年に発生した激甚(じん)災害ごとの事業の総量が、その激甚(じん)災害

の発生した年の４月１日の属する会計年度以降、おおむね３年以内に完了することができるよう

に実施するものとする。 
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（適用除外） 

第４条 この要綱は、次に掲げる防止事業には適用しない。 

(１) 県が行なう治山事業（治山施設災害復旧事業を含む。）に附随して行なうもの 

(２) 鉱石、土石の採取、土地造成等明らかに人為的な原因に基づくもので、その責任者の明ら

かなもの 

(３) 崩壊土砂の排除のみに係るもの 

(４) 工事の費用に比して、その効果の著しく小さいもの 

（補助額） 

第５条 補助金の額は、防止事業に要する工事費（営繕費及び工事雑費を除く。）の10分の7.5以内

の額とする。 

（事業計画書の提出） 

第６条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、林地崩壊防止事業計画書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

(１) 位置図（５万分の１の地図） 

(２) 平面見取図、縦断面図及び構造図 

(３) 事業実施箇所の写真 

(４) 土地使用承諾書（様式第２号） 

（補助金交付の内示） 

第７条 知事は、前条の書類の提出があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該事

業主体に対し、補助金交付の見込額を内示するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第８条 前条の内示を受けた事業主体は、林地崩壊防止事業補助金交付申請書（様式第３号）に次

に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

(１) 事業実施計画書（様式第４号） 

(２) 収支予算書（様式第５号） 

(３) 別に定める実施設計書 

（補助金の交付決定） 

第９条 知事は、前条の書類を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件

を附して補助金の交付決定の指令書を交付するものとする。 

（実施計画変更の申請） 
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第10条 前条の補助金の交付決定を受けた事業主体（以下「補助事業主体」という。）は、防止事

業の実施計画に重要な変更を加えようとするときは、林地崩壊防止事業実施計画変更承認申請書

（様式第６号）に当該変更に係る第８条第１号から第３号までに規定する書類を添えて知事に提

出し、承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の書類を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、変更の承認をす

るものとする。 

（着工届） 

第11条 補助事業主体は、防止事業に着手したときは、直ちに工事着工届（様式第７号）工事請負

契約書、入札執行表及び工事工程表の写し並びに着工前の全体写真を添えて知事に提出しなけれ

ばならない。 

（事業の中止又は廃止） 

第12条 補助事業主体は、事業実施計画書を提出した後、防止事業を中止し、又は廃止しようとす

るときは、すみやかに理由を附して知事に届け出なければならない。 

（完成届） 

第13条 補助事業主体は、防止事業が完成したときは、直ちに完成届（様式第８号）に次に掲げる

書類を添えて知事に提出しなければならない。 

(１) 完成調書（様式第９号） 

(２) 収支精算書（様式第10号） 

(３) 出来形図書 

(４) 工事完成後の写真 

（検査等） 

第14条 知事は、前条の完成届を受理したときは、14日以内に検査を行なうものとする。 

２ 知事は、検査の結果工事の状況が適当でないと認めたときは、手直し工事を命ずるものとする。 

３ 前条及び第１項の規定は、手直し工事について準用する。 

（補助金の請求及び交付） 

第15条 補助事業主体は、前条の検査終了後林地崩壊防止事業補助金交付請求書（様式第11号）を

知事に提出して補助金の交付の請求をしなければならない。 

２ 知事は、前項の書類を受理した場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を

交付するものとする。 

（実績報告） 
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第16条 補助事業主体は、防止事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した

日又は当該補助金の交付決定の指令書を受けた年度の３月31日のいずれか早い期日までに林地崩

壊防止事業実績報告書（様式第12号）を知事に提出しなければならない。 

（帳簿及び台帳の備付け） 

第17条 補助事業主体は、防止事業で設置した施設の内容を明らかにした林地崩壊防止事業台帳（様

式第13号）を備えなければならない。 

２ 補助事業主体は、防止事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を備え、これを

当該防止事業が完了し、又は廃止された年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければ

ならない。 

（書類の部数及び経由） 

第18条 この要綱により、知事に提出する書類は、２部とし、所轄の地方局長を経由しなければな

らない。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度事業から適用する。 

２ 廃止前の愛媛県林地崩壊防止事業補助金交付規程（昭和46年９月10日告示第794号）による帳簿

及び台帳等の保存については、なお従前の例による。 
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様式第１号（第６条関係） 林地崩壊防止事業計画書 
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様式第２号（第６条関係） 土地使用承諾書 
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様式第３号（第８条関係） 林地崩壊防止事業補助金交付申請書 
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様式第４号（第８条、様式第３号、様式第６号関係） 事業実施計画書 
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様式第５号（第８条、様式第３号、様式第６号関係） 収支予算書 
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様式第６号（第10条関係） 林地崩壊防止事業実施計画変更承認申請書 
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様式第７号（第11条関係） 工事着工届 
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様式第８号（第13条、第14条関係） 完成届 
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様式第９号（第13条、様式第８号関係） 完成調書 
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様式第10号（第13条、様式第８号関係） 収支精算書 
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様式第11号（第15条関係） 林地崩壊防止事業補助金交付請求書 
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様式第12号（第16条関係） 林地崩壊防止事業実績報告書 
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様式第13号（第17条関係） 林地崩壊防止事業台帳 

 


